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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光素子を搭載する光素子搭載部が一主表面に形成された第一の基板と、
　ガラス基板に貫通穴が形成された第二の基板と、
　前記第一の基板の光素子搭載部が、前記第二の基板の貫通穴の内部に位置するように位
置合わせされ、前記第一の基板と前記第二の基板とが接合されているサブマウントにおい
て、
　前記第一の基板は、絶縁物を主体とする基板からなり、
　前記第一の基板と前記第二の基板との間に形成され、前記第一の基板と前記第二の基板
とを接合する接合メタライズと、
　前記第一の基板上に形成され、前記光素子搭載部と前記貫通穴の外側の領域とを電気的
に接続する配線部とを有し、
　前記配線部は、その厚さが前記接合メタライズよりも薄く、前記接合メタライズが形成
されていない領域を通って、前記貫通穴の内部から外側まで形成されていることを特徴と
するサブマウント。
【請求項２】
　前記接合メタライズは、前記貫通穴の周囲に、前記配線部と電気的に分離されて設けら
れていることを特徴とする請求項１記載のサブマウント。
【請求項３】
　前記第一の基板の主表面において、前記接合メタライズは前記配線部のいずれとも重な
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ることなく設けられていることを特徴とする請求項１記載のサブマウント。
【請求項４】
　前記第二の基板が、ガラス板とシリコン板とを貼り合わせた積層基板からなり、前記積
層基板に設けられた貫通穴の内部に前記第一の基板に設けられた光素子搭載部が位置する
ように位置合わせされ、前記第一の基板と前記第二の基板のガラス板とが接合されている
ことを特徴とする請求項１記載のサブマウント。
【請求項５】
　請求項１乃至４のいずれか一つに記載のサブマウントにおいて、
　前記配線部が形成されている第一の基板の反対側の面に、下面電極メタライズが形成さ
れ、前記配線部と前記下面電極メタライズとがスルーホールを介して電気的に接続されて
いることを特徴とするサブマウント。
【請求項６】
　請求項１乃至４のいずれか一つに記載のサブマウントにおいて、
　前記配線部が形成されている第一の基板の反対側の面に下面電極メタライズが形成され
、前記第一の基板側面へのメタライズ処理により前記配線部と前記下面電極メタライズと
が電気的に接続されていることを特徴とするサブマウント。
【請求項７】
　請求項１乃至４のいずれか一つに記載のサブマウントにおいて、
　前記第一の基板に形成された接合メタライズの最表面がアルミニウム、チタン、ジルコ
ニウム、ハフニウム、タングステン、モリブデン、クロム、バナジウム、マグネシウムお
よび鉄の群から選ばれる少なくとも一種の金属であることを特徴とするサブマウント。
【請求項８】
　請求項１乃至４のいずれか一つに記載のサブマウントにおいて、
　前記第一の基板を炭化珪素、窒化珪素、窒化アルミニウムおよび酸化アルミニウムの少
なくとも一種を主成分とするセラミックスス材料で構成したことを特徴とするサブマウン
ト。
【請求項９】
　請求項１乃至４のいずれか一つに記載のサブマウントにおいて、
　前記第二の基板上面に前記光素子搭載部に搭載される前記発光素子の光を透過させる部
材を接合することにより、第二の基板の貫通穴内部に外気が侵入することを抑制している
ことを特徴とするサブマウント。
【請求項１０】
　請求項１乃至４のいずれか一つに記載のサブマウントにおいて、前記第二の基板の貫通
穴の内部表面に、樹脂膜もしくはめっきを形成することにより平坦化あるいは滑らかな曲
面が形成されていることを特徴とするサブマウント。
【請求項１１】
　請求項１０に記載のサブマウントにおいて、平坦化あるいは滑らかな曲面のための前記
樹脂膜もしくはめっきの上に光の反射膜としての金属膜が形成されていることを特徴とす
るサブマウント。
【請求項１２】
　請求項１乃至１１のいずれか一つに記載のサブマウントの光素子搭載部に光素子を搭載
したことを特徴とする光モジュール。
【請求項１３】
　絶縁物を主体とする第一の基板の一主表面に、光素子搭載部と、前記光素子搭載部に電
気的に接続される配線部と、前記配線部よりも厚い接合メタライズとを形成する工程と、
　第二の基板となるガラス板に貫通穴を形成する工程と、
　前記第一の基板の光素子搭載部を、前記第二の基板の貫通穴の内部に位置し、かつ前記
配線部の少なくとも一部が前記貫通穴以外で前記第二の基板に重ならない部分があるよう
に位置合わせした状態で、前記接合メタライズを介して前記第一の基板と前記第二の基板
とを陽極接合する工程とを含むことを特徴とするサブマウントの製造方法。
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【請求項１４】
　請求項１３に記載のサブマウントの製造方法において、
　前記第二の基板に貫通穴を形成する工程においては、レジストマスクによる開口部を形
成した後、サンドブラスト法により、第二の基板に貫通穴を形成することを特徴とするサ
ブマウントの製造方法。
【請求項１５】
　請求項１３に記載のサブマウントの製造方法において、
　前記第二の基板に貫通穴を形成する工程においては、サンドブラスト法により貫通穴を
形成した後、レジストマスクを除去することなく、前記レジストマスクの上に反射膜を形
成し、リフトオフ法により貫通穴内に選択的に反射膜を形成することを特徴とするサブマ
ウントの製造方法。
【請求項１６】
　請求項１３に記載のサブマウントの製造方法において、
　前記第二の基板に貫通穴を形成する工程においては、基板がガラスとシリコンとを貼り
合わせた積層ガラス基板から成る場合には、レジストマスクによる開口部を形成した後、
異方性ウェットエッチングによりシリコンに穴を形成し、次にガラス表面にレジストマス
クを形成し、エッチングによりガラスに穴をあけ、第二の基板に貫通穴を形成することを
特徴とするサブマウントの製造方法。
【請求項１７】
　請求項１３に記載のサブマウントの製造方法において、
　前記第二の基板に貫通穴を形成する工程においては、基板がガラスとシリコンとを貼り
合わせた積層ガラス基板から成る場合には、レジストマスクによる開口部を形成した後、
異方性ウェットエッチングによりシリコンに穴を形成し、次にガラス表面にレジストマス
クによる開口部を形成し、サンドブラスト法によりガラスに穴をあけ、第二の基板に貫通
穴を形成することを特徴とするサブマウントの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、サブマウントの構造及びその製造方法に係り、特に半導体発光素子などの面
発光光素子を実装し、光を効率的に素子の発光方向に集光させるのに好適なサブマウント
、サブマウントに光素子を搭載した光モジュールおよびその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　面発光光素子、特にＬＥＤ（Light Emitting Diode）は、近年、特性改善が図られ、用
途拡大への期待が高い。従来は、プラスチックのケースにＬＥＤを実装し、マイクロレン
ズなどを光路の途中において集光させたり、ＬＥＤおよびＬＥＤを実装した基板の全体を
、透明な樹脂でモールドし、樹脂の表面を滑らかな球面などに仕上げることで、樹脂をレ
ンズとして使用して集光させたりしていた。このようなＬＥＤを実装した発光部品は、例
えば電光掲示板や、大型の映像用の画面、信号機のライト、イルミネーションなどに使用
されている。
【０００３】
　しかし、ＬＥＤは消費電力が従来の電球に比べて少ないこと、発光寿命も電球に比べて
長いことから、電灯、室内照明、自動車照明、液晶画面用のバックライトなど、幅広い照
明分野への適用が期待されている。
【０００４】
　なお、この種のサブマウントに関連する技術としては、例えば特許文献１が挙げられる
。
【０００５】
【特許文献１】特開２００５－１８３５５８号公報
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　このような照明分野への適用においては、多数のＬＥＤを平面状にまとめて発光させて
、光を集光させる必要がある。その理由は、一つのＬＥＤ素子では、光の強度が電球に比
べるとまだ弱いためである。しかし、従来の樹脂などを使用してモールドしたＬＥＤ素子
では、ＬＥＤ素子を高密度に並べるには限界がある。
【０００７】
　また、ＬＥＤ素子の出力が大きくなるほど、ＬＥＤ素子の温度上昇が起こりやすくなり
、発光効率の低下を招きやすい。したがって、高出力のＬＥＤ素子を高密度に実装し、か
つ光を効率的に集光させることが、ＬＥＤ素子をライト、照明など多方面への適用のため
には必要である。
【０００８】
　光を集光するには、通常、レンズが使用される。しかし、ＬＥＤ素子一つ一つにレンズ
を使用すると、コストがかかり製品価格が高くなるし、レンズをＬＥＤ素子上で固定する
ための支持具も必要となる。
【０００９】
　さらに、安価な光素子搭載用サブマウントを製造するためには、部材費、加工費の低減
と同時に、ウェハ状の基板で一括して多数の製品を製造するなど、生産の合理化も必要で
ある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明によれば、上記課題を達成するために、以下に記述するような代表的なサブマウ
ントが提供される。すなわち、（１）. 光素子を搭載する光素子搭載部が一主表面に形成
された第一の基板と、
  ガラス基板に貫通穴が形成された第二の基板と、
  前記第一の基板の光素子搭載部が、前記第二の基板の貫通穴の内部に位置するように位
置合わせされ、前記第一の基板と前記第二の基板とが接合されているサブマウントにおい
て、
  前記第一の基板は、絶縁物を主体とする基板からなり、
  前記第一の基板と前記第二の基板との間に形成され、前記第一の基板と前記第二の基板
とを接合する接合メタライズと、
  前記第一の基板上に形成され、前記光素子搭載部と前記貫通穴の外側の領域とを電気的
に接続する配線部とを有し、
  前記配線部は、その厚さが前記接合メタライズよりも薄く、前記接合メタライズが形成
されていない領域を通って、前記貫通穴の内部から外側まで形成されているサブマウント
あるいは、  
（２）.前記（１）に記載のサブマウントにおいて、前記第二の基板が、ガラス板とシリ
コン板とを貼り合わせた積層基板からなり、前記積層基板に設けられた貫通穴の内部に前
記第一の基板に設けられた光素子搭載部が位置するように位置合わせされ、前記第一の基
板と前記第二の基板のガラス板とが接合されていることを特徴とする光素子搭載用サブマ
ウントが提供される。  
（３）.さらに、前記第一の基板の接合メタライズと第二の基板のガラスが陽極接合によ
り接合されることにより、ウェハ状の第一の基板と第二の基板とを一括して接合すること
が可能となり、これらのサブマウントの生産の合理化に寄与し、安価なサブマウントの提
供に貢献することができる。
【発明の効果】
【００１１】
　以上詳述したように本発明によれば、例えばＬＥＤに代表される光素子を高密度に実装
が可能であり、効率よく光を集光でき、放熱性も高く、低価格なＬＥＤ用のサブマウント
を、さらにはこのサブマウントに光素子を搭載した光モジュールを提供することができる
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。赤、緑、青の光を発生させるＬＥＤを組み合わせた場合は、光を混合させ、白色光を発
生させる、あるいは各光素子のパワーを制御して光の色調を変化させることも可能である
。
【００１２】
　また、光の反射膜を形成した基板材料として、ガラス、あるいはガラスとシリコンとを
貼り合わせた基板を使用することで、陽極接合によりサブマウントを製造することが可能
となる。陽極接合は、ウェハや板状の物体を接合するのに好適な技術であり、製造コスト
を低減し、安価なサブマウントを提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下に本発明の代表的な実施例を示し本発明を更に具体的に説明する。
【実施例】
【００１４】
　本発明の実施例を図面に従って具体的に説明する。
＜実施例１＞
　本発明の第一の実施例について図１から図６を用いて説明する。
  図１は、基板を加工、接合、切断した後の完成品のイメージを示すため、本発明に係る
サブマウントの最小構成単位の部分の分解図を示したもので、図１（ａ）は接合前の第二
の基板４の斜視図を、図１（ｂ）は同じく接合前の第一の基板１の斜視図をそれぞれ示し
ている。なお、符号５は貫通穴、符号６は貫通穴の壁面に設けられた反射膜である。
【００１５】
　図２は、第一の基板１と第二の基板４とを位置合わせし、両基板１、４を接合した後に
おけるサブマウント100の斜視図、図３（a）、（ｂ）は位置合わせする前における両基板
（ウェハ）１、４の状態を表す上面図、図３（ｃ）は両基板１、４を位置合わせし、接合
した後の上面図で、破線は接合したウェハからサブマウントの最小構成単位の部分を切断
する位置を示している。
【００１６】
　図４は、接合された基板から、最小構成単位の部分として切断分離されたサブマウント
100の断面図（図２のＸ－Ｘ´断面に該当）、図５はサブマウント100の光素子搭載部２Ａ
に光素子７を実装（搭載）した状態の断面図、そして図６は図５のサブマウント100に搭
載された光素子７に配線部２から給電し光素子７を発光させた際の光の出射方向を示した
断面図である。
【００１７】
　図1（a）、（ｂ）の接合前の斜視図において、第一の基板１上には、光素子搭載部２Ａ
を有し、かつ光素子搭載部２Ａに搭載される光素子の一方の端子に給電する第一の配線部
２aと、第一の配線部２aに隣接し電気的に分離され光素子の他方の端子に給電する第二の
配線部２ｂとからなる電極メタライズ２および接合メタライズ３が形成されている。この
接合メタライズ３は電極メタライズ２より厚くして、表面の高さが電極メタライズ２より
高くするようにする。実用上、この接合メタライズ３と電極メタライズ２との厚さの差は
、少なくとも０．１μｍあればよい。接合メタライズ３を電極メタライズ２より厚くする
ことにより、電極メタライズ２のパターン表面に多少の凹凸が存在しても、接合メタライ
ズ３の高さが電極メタライズ２よりも高いので、安定した陽極接合が行われる。
【００１８】
　第二の基板４には、貫通穴５が形成されており、貫通穴５の内部表面（壁面）には反射
膜６が形成されている。
光素子搭載部２Ａの全てが、第二の基板４の貫通穴５内に収まるように位置合わせが行わ
れている。また接合は、第一の基板１上の接合メタライズ３が、直接、第二の基板４に密
着、接合されている。本実施例では、この接合は陽極接合により行われるが、接着剤等に
より行われても構わない。また電極メタライズ２は、接合メタライズ３よりも高さが低い
（厚さが薄い）ので接合を阻害しない。なお陽極接合については、本実施例の中で後に説
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明する。
【００１９】
　ここでサブマウント100の各部を構成する材料について説明する。第一の基板1には、炭
化珪素あるいは窒化アルミニウムを主成分とするような、絶縁性に優れ、かつ高熱伝導率
を有するセラミックス材料が好適である。本発明のサブマウントに搭載される光素子7の
発熱量が小さい場合にはこの限りではなく、酸化アルミニウム、窒化珪素などを主成分と
するセラミックス材料も使用可能である。
【００２０】
　電極メタライズ２には、セラミックスとの密着を得るためのＴｉ、Ｔｉを保護するＰｔ
、そして表面の酸化防止とはんだ等との接続性を高めるＡｕを組み合わせたＴｉ／Ｐｔ／
Ａｕ積層薄膜が好適である。ただし、この金属と組み合わせに限定されるものではなく、
Ｔｉ／Ｎｉ／Ａｕ、Ｃｒ／Ｎｉ／Ａｕ、Ｔｉ／Ｃｕ、Ｃｒ／Ｃｕ、などの金属薄膜でも構
わない。これら金属薄膜の厚さは、例えばＴｉ（0.1μｍ）／Pt（0.2μｍ）／Au（0.2～0
.5μｍ）などで、電極メタライズ2の全体厚さで１μｍ以下が好適である。
【００２１】
　接合メタライズ３には、セラミックスとの密着を得るＴｉ、およびＡｌを組み合わせた
Ｔｉ／Ａｌの金属積層薄膜が好適である。本発明においては、第一の基板1と第二の基板4
との接合は、限定するものではないが陽極接合を用いることが多く、この場合、Ｔｉ／Ａ
ｌを組み合わせたメタライズは、陽極接合に好適である。この理由は、陽極接合の説明に
おいて詳細に述べる。またメタライズ３は、第二の基板との接合を得るメタライズとして
、本発明では接合メタライズと呼ぶことにしている。この接合メタライズの厚さは、本実
施例では、Ti（0.1μｍ）／Al（1～10μｍ）で、全体で1μｍ以上としている。
【００２２】
　第二の基板４には、通称パイレックス（耐熱性ガラスの登録商標）と呼ばれるホウ珪酸
ガラスが好適である。その理由は、例えば第一の基板１に炭化珪素セラミックスを使用し
た場合、その熱膨張率は、通常３．７×１０－６であり、３．３×１０－６の熱膨張率を
有するパイレックスガラスならば、接合後に熱膨張ミスマッチに起因する残留応力が小さ
くなり、破損の恐れが少ないためである。なお、第一の基板に他のセラミックス材料を使
用した場合は、そのセラミックス材料にできるだけ近い熱膨張率を有するガラスを第二の
基板として使用すれば良い。
【００２３】
　第二の基板４の貫通穴5の内部表面の反射膜６には、Ｔｉ／Ａｌ（表面がＡｌ）が好適
である。Ａｌは各種波長を比較的均一に反射させる特性を有するためである。ただし反射
させる光が着色しても構わない場合には、反射膜の構成はこの限りではない。反射膜の厚
さは、特に制限はない。
【００２４】
　次に、各基板の製造プロセスについて説明する。
  第一の基板１上に、Ｔｉ／Ｐｔ／Ａｕなどの金属薄膜を、スパッタ法、蒸着法などを用
いて成膜する。次にフォトリソグラフィー技術を用いて、残すべき電極メタライズ２の形
状をフォトレジストのマスクパターンで形成する。次に、ミリングなどの方法を用いて、
余分なＴｉ／Ｐｔ／Ａｕを除去する。その後、マスクパターンを洗浄などで除去する。
【００２５】
　接合メタライズ３（Ｔｉ／Ａｌ）も、同様の方法を用いて形成する。なお、このような
メタライズのパターン形成には、上述のミリング法以外に、特殊な溶液によるエッチング
法、あるいは、リフトオフ法と呼ばれる方法がある。リフトオフの場合は、メタライズの
パターンを形成する以外の部分にフォトレジストパターンを形成し、その上から、メタラ
イズをスパッタ、蒸着などで堆積させる。その後、レジスト上の余分なメタライズを除去
し、レジストを溶液で洗い流して、パターンを形成する。
【００２６】
　第二の基板4の加工では、まずレジストによる貫通穴5の開口部のパターンを形成する。
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開口部のパターン形状は、本実施例では、角の丸い正方形となっているが、これは丸型で
も楕円形でも形状は問わない。すなわち、光素子7の配置と、集光される光の強度に応じ
て設計すればよく、以降の実施例でも同様である。
【００２７】
　次にサンドブラスト法で、基板4に微粒の砂粒をたたきつけ、開口部の基板を削り、例
えば図４に示したように、穴の深さ方向に傾斜面を有する貫通穴5を形成する。サンドブ
ラスト法によれば、使用する砂粒の材質、粒度分布、砂粒を吹き付ける流速などを制御す
ることにより貫通穴5の内壁面の形状、傾斜角度などをある程度任意に形成することがで
き、発光素子7からの放射光を外部に効率よく放出させることができる。
【００２８】
　また、サンドブラスト法では、削れられた表面の凹凸が大きく、この上からＡｌなどの
反射膜6を形成しても、凹凸が光の乱反射の原因となる場合がある。この場合には、貫通
穴の内壁面を平坦化させるために下地層として樹脂の塗布、あるいは金属薄膜を貫通穴の
内部表面に形成し、その後、結晶粒成長を制御してめっきすることで、貫通穴の内部表面
の凹凸をある程度小さくすることも可能である。なお、反射膜6の材質に関して上述した
ように、貫通穴5の内部表面のめっき膜によって十分な凹凸低減ができ、かつ光の反射特
性に問題が無い場合には、めっき膜そのものを実質的に反射膜とすることも可能であり、
後述する反射膜の形成工程を省略することができる。
【００２９】
　次に、基板4の貫通穴5以外の部分をフォトレジストで覆ったまま、反射膜６（Ｔｉ／Ａ
ｌ等の金属薄膜）を例えばスパッタ、蒸着などの方法で成膜する。特に貫通穴5の開口部
の大きい方から成膜することで、貫通穴の内部表面にも成膜することが可能である。貫通
穴5の内部表面（壁面）を樹脂、めっき等で被覆した場合、被覆材の反射特性が十分でな
ければ、その上から反射膜6を形成する。この後、余分なフォトレジストは洗い流し、貫
通穴5の内部表面のみに反射膜6を残す。このような工程は、サブマウントに要求される光
の反射特性に応じて設計すればよく、以降の実施例でも同様である。
【００３０】
　第一の基板1と第二の基板4との位置合わせ、接合、切断に関して、図３を用いて説明す
る。図３（ａ）および（ｂ）は、第一および第二の基板それぞれの上面図、図３（ｃ）は
位置合わせした後の第二の基板4の上方から見た平面図を模式的に示したものである。
【００３１】
　まず基板1、4の位置合わせでは、電極メタライズ２のうち、光素子搭載部２Ａが、第二
の基板４の貫通穴５の内部に位置するように位置合わせする。なお、本実施例の場合は、
第二の基板４には、光素子を搭載する部分以外にも貫通穴を形成しておき、電極メタライ
ズ２の配線部の一部が貫通穴内に位置するようにしておく。
【００３２】
　次に、第一の基板１と第二の基板４を陽極接合により接合する。ここで陽極接合に関し
て以下に説明する。
【００３３】
　陽極接合とは、一般的にはガラス基板とシリコン基板とを重ね合わせ、直接接合する技
術である。両者を重ね合わせ、数百度に加熱する。その状態で、通常ガラス側をマイナス
、シリコン側をプラスとなるように電圧を印加する。これによりガラス内に強い電界が発
生し、この電界によりガラス中に含まれるＮａなどの原子半径の小さい陽イオンが、強制
的にマイナス電極側へ拡散させられ、接合界面近傍のガラス基板内には陽イオン欠乏層が
形成されると言われている。この陽イオン欠乏層は、マイナスに帯電するため、接合界面
近傍には、さらに強力な静電引力が発生する。この静電引力によりガラス基板とシリコン
基板とは強固に密着する。また同時に、ガラス基板中に含まれる酸素とシリコン基板中の
シリコンとが反応し、酸化物を界面で形成することにより、化学的に接合され、強固な接
合が得られる。
【００３４】
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　本発明者らは、この陽極接合技術を研究した結果、ガラス基板とシリコン基板のみなら
ず、シリコン基板上にアルミニウム、チタン等のメタライズを形成して、ガラス基板と強
固な陽極接合を行うことが可能であることを解明した。またさらに、これらの金属のメタ
ライズ形成を、セラミックス基板上に行い、この上にガラス基板を重ね合わせ、メタライ
ズへの通電によりガラス基板に高電圧を印加することで、ガラス基板とセラミックス基板
上のメタライズの陽極接合が可能であることを見出した。陽極接合は、通常、導体および
半導体とガラスとの接合技術であるが、セラミックスなどの絶縁材料も、メタライズ形成
により接合が可能であることが示され、本発明は、この研究結果により実現したものであ
る。
【００３５】
　本実施例の接合メタライズ３は、図３（ａ）に示すように、電極メタライズ2のパター
ン群の外周を取り囲むように第一の基板1上で全て連結するように形成されている。その
結果、第一の基板1の外周部などに一方のプローブを押し当てて通電すると共に、第二の
基板4のガラスの上面に他方のプローブを押し当てて、４００℃程度に加熱した状態で数
百ボルトの電圧をかけることで、第一の基板1の接合メタライズ3はほぼ等電位となり、第
二の基板4上の他方のプローブとの間に強い電界が発生する。この電界により陽極接合が
行われる。
【００３６】
　なお、第一の基板1上に形成される接合メタライズ3の最表面は、アルミニウム、チタン
の他にジルコニウム、ハフニウム、タングステン、モリブデン、クロム、バナジウム、マ
グネシウム及び鉄などの金属とすることができる。
【００３７】
　次の工程では、接合された第一と第二の基板を、図３（ｃ）の破線14a、14ｂの位置で
切断する。このようにして基板から切断、分離された最小単位となるサブマウント100の
一つを図２の斜視図に、断面図を図４に示している。その後、図５に示すように、このサ
ブマウント100の光素子搭載部２ＡにＬＥＤ等の光素子７を搭載し、光素子７の一方の端
子を接合剤８（はんだ、導電性接着剤等）を用いて電極メタライズ２からなる配線部２a
の光素子搭載部２Ａに接続し、他方の端子を隣接して設けられた電極メタライズ２からな
る配線部２ｂにワイヤボンディング９により接続し、これによって光素子７は電気的接続
を得る。
【００３８】
　なお、生産性の更なる向上を図る場合、図３（ｃ）に示したように最小単位となるサブ
マウント100を、接合された基板から切断する前に光素子7を実装し、電気的な接続も完了
させた後に切断することも可能である。
【００３９】
　以上のようにして光素子7が実装されたサブマウント100では、図６のように、光素子７
から出射された光のうち横方向の成分が、第二の基板４の貫通穴５の内壁面に設けられた
反射膜６により反射されて上方外部に集光される。サブマウント100に搭載される光素子
７は、同一の波長を発する光素子に限定されるものではなく、例えば波長の異なる、赤、
緑、青など多種のＬＥＤ素子を組み合わせて、白色光を発生させる、あるいは光の色調を
任意に制御することも可能である。
【００４０】
　また本実施例のサブマウント100においては、光素子7を４個実装する構造となっている
が、サブマウント上に実装される光素子の個数は、特に制限はなく、用途に応じて設計す
れば良い。高密度に多数の光素子を実装する場合もあるし、あるいは光素子一つで十分な
光量が得られる場合には、貫通穴5内に一つの光素子7を実装するサブマウントであっても
良い。実装される光素子の個数については、以降の実施例でも同様である。
【００４１】
　光素子を実装した本実施例のサブマウントの場合、プリント基板、セラミックス基板、
金属製の基板などの上に、導電性接着剤、はんだ等を用いて、第一の基板1の下面を接続
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して使用する。電気的接続は、サブマウント100の外周に存在する電極メタライズ2（配線
部２a、２ｂの端子）上へ、ワイヤボンディング等で接続して行う。
【００４２】
　このようにサブマウント100に光素子7を搭載した発光部品は、電灯、各種信号機、室内
照明、自動車照明、液晶画面用のバックライトのような光を必要とする製品全般に適用で
きる。
【００４３】
　また赤、緑、青の三色の光素子を組み合わせて実装した発光部品の場合は、各光素子の
パワーを変化させることで、合成される光の波長の制御が可能であるので、白色光を必要
とするライト以外にも、イルミネーション用ライト、広告用ライトなどへも適用も可能で
ある。
【００４４】
　特定の波長の光素子のみを実装した場合、例えば赤色のＬＥＤのみを高密度に実装した
場合などは、強い赤色の光を当てて、光による輻射熱を利用した加熱機、乾燥機等への適
用可能性も考えられる。本発明の光素子搭載用サブマウントの適用製品については、以降
の実施例でも同様である。
＜実施例２＞
　本発明の第二の実施例についてサブマウント100の分解図である図７を用いて説明する
。本実施例でも、サブマウントの最小構成単位を抜き出して図示している。すなわち、図
７（ａ）は接合前の第二の基板4、図７（ｂ）は接合前の第一の基板1を示しており、実際
の製造プロセスにおいては、実施例１と同様に、ウェハ、あるいは板状の第一および第二
の基板1および4を一括して加工、接合、切断することで、図示しているサブマウントを製
造することができる。以降の実施例においても同様である。
【００４５】
　図７（ｂ）に示したように、炭化珪素セラミックスなどでできた第一の基板１の光素子
搭載部２Ａが形成される領域の外周部に、貫通穴１０の穴になる部分（図では穴の中心で
切断したイメージとなるため半円状になっている）が空いた不図示のレジストパターンを
形成し、サンドブラストなどを用いて貫通穴を形成する。
【００４６】
　次に、実施例１と同様に、電極メタライズ２をスパッタなどの方法で第一の基板１の全
面に形成する。この時、貫通穴１０内部にもメタライズが形成される。第一の基板１上に
再度レジストパターンを形成し、ミリングなどの方法で、実施例１と同様に光素子搭載部
２Ａを備えた第一の配線部と第二の配線部とを有する電極メタライズパターン2を形成し
た後、接合メタライズ３も同様の方法で第一の基板１上に形成する。
【００４７】
　更に、図８のように、第一の基板１の下面には、各々の貫通穴１０と連結するように下
面電極メタライズ２Ｂを形成する。
【００４８】
　なお、上記図７（ｂ）に示した第一の基板１において、光素子搭載部２Ａを備えた第一
の配線部と、それに隣接して設けられた第二の配線部とを有する電極メタライズパターン
２のパターン形状は、図８の下面電極メタライズ２Ｂのパターンと略同様であり、第一お
よび第二の配線部の一端部は各々の貫通穴１０に独立して連結されている。そして、この
場合の接合メタライズ３のパターンは、基板表面の光素子搭載部２Ａおよびそれに対向す
る第二の配線部の一部を除き電極メタライズ２上に積層されている。
【００４９】
　図７（ａ）に示したように、第二の基板４には、実施例１と同じように貫通穴５と反射
膜６とを形成する。なお、基板４、電極メタライズ２、接合メタライズ３、反射膜６等の
材質は、実施例１と同様である。
【００５０】
　第一の基板１と第二の基板４の接合は、実施例１の図３（ｃ）の場合と同様に、第一の
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基板１の少なくとも光素子搭載部２Ａが第二の基板４の貫通穴５内に配置されるように位
置合わせを行った後、これら両基板は陽極接合により接合されるが、はんだ、接着剤等の
接合剤を用いても構わない。本実施例では、第二の基板４のパイレックスガラスと、第一
の基板１上の接合メタライズ３の表面のアルミニウム（Ａｌ）は、陽極接合によりガラス
中の酸素とＡｌが反応して強固に接合されるため、本構造には陽極接合が好適であり適用
する。
【００５１】
　陽極接合時には、第一の基板１の下面に、接合装置の陽極を接触させ、第二の基板の上
面に、接合装置の陰極を押し当てることにより接合を行う。接合装置の電極に電圧を印加
することで、下面の電極メタライズ２Ｂより、側面（スルーホール１０の内部表面）の電
極メタライズを経由して、第一の基板の上面の電極メタライズ２およびその上に形成され
た接合メタライズ３へ通電される。これにより、接合メタライズ３と、接合装置の陰極間
、すなわち第二の基板４に、強い電圧が印加され、陽極接合が行われる。
【００５２】
　接合された基板からのサブマウントの最小構成単位の切断は、第二の基板４の貫通穴５
の外壁部周囲に位置する縦列、横列のスルーホール１０の中心にて行う。スルーホール１
０は、元々は第一の基板（ウェハ）１に形成されたスルーホールであったが、図では、切
断により半分になっている。図中のスルーホール１０ａは電極メタライズ２の光素子搭載
部２Ａを有する第一の配線部に接続されており、スルーホール１０ｂは第二の配線部に接
続されている。
【００５３】
　光素子7をサブマウント100に実装した後の状態の上面図を図９に、図９のＹ－Ｙ´での
断面図を図１０に示す。光素子７は、接合剤８により、電極メタライズ２（第一の配線部
２ａ上の光素子搭載部）に実装され、光素子の一方の電極が第一の配線部２ａに接続され
る。接合剤８には、はんだ、導電性接着剤等を使用することができる。また、光素子の発
光面が上面にある場合には、光素子の他方の電極が第一の配線部２bにワイヤボンディン
グ９により接続される。
【００５４】
　なお、光素子７の種類によっては、発光面が素子下面にあり、光素子の電極メタライズ
のプラス、マイナスも下面にある場合がある。このような時には、第一の基板１上の電極
メタライズ２を、光素子の電極に合わせて設計し、はんだ、導電性接着剤などにより接続
を行う。また、本サブマウントを回路装置に実装する場合、プリント基板、セラミックス
基板、あるいは金属製で絶縁部により回路が形成された基板等の上に、はんだ、導電性接
着剤などを用いて、第一の基板の下面の下面電極メタライズ２Ｂを接続して使用する。第
一の基板１の下面の広い面積をはんだ等を用いて接続することで、放熱性も高めることが
できる。
＜実施例３＞
　本発明の第三の実施例を図１１および図１２を用いて説明する。第一の基板１の作製は
、実施例２と同じであり、図１１は図９に対応し、図１２は図１１のＺ－Ｚ´の断面図で
図１０に対応する。
【００５５】
　第二の基板４として、図１２に示すように、シリコン１１とパイレックスガラス１２が
、予め陽極接合などの方法により貼り合わされたものを使用する。シリコン１１への貫通
穴５の形成においては、半導体装置の製造に使用されているウェットエッチング技術を使
って、図示のように穴の壁面に傾斜面を形成することが可能である。
【００５６】
　まず、（１００）面が表面となるシリコンウェハ上に、フォトリソグラフィー技術によ
り、マスクを作製する。マスクは、エッチング部が開口部となるようにする。これを適切
な濃度のエッチング溶液につけると、シリコンの最密面である（１１１）面のエッチング
速度が遅く、（１１１）面が表面に現れた穴が形成される。（１１１）面は、（１００）
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面と５４．７度の斜面を形成するため、図のようになる。下地のパイレックスガラス１２
はエッチングされずに残るが、裏面をマスクで覆い、フッ酸などでガラスをエッチングす
ることにより、シリコンの穴の底面のパイレックスガラスもエッチングして、貫通穴５を
形成することができる。この後、反射膜６を形成する。
【００５７】
　次に、実施例２と同様に、第一の基板１と第二の基板４の位置合わせをして、第一の基
板上の接合メタライズ３と接触させて治具等で固定し、シリコン１１上に、接合装置の陰
極を押し当てて、陽極接合を行う。パイレックスガラス１１に電圧が集中的に印加され、
陽極接合を行うことができる。最後に光素子７を実装し、ワイヤボンディング９により接
続を行い、光素子７への給電を行う。
＜実施例４＞
　本発明の第四の実施例について、図１３から図１５を用いて説明する。使用する基板、
メタライズの材質、加工プロセス等は、これまでの実施例と同様である。
【００５８】
　本実施例の特徴は、図１３に示すように、第一の基板１の上面と下面の電気的接続をス
ルーホール１０内の電極メタライズ２によって行うことと、光素子７の電極メタライズ２
の周囲に、光素子への給電とは別の目的の電極メタライズ２および接合メタライズ３を形
成することである。このような構造により、第二の基板４と接合メタライズ３を接合し、
光素子７を実装し、最後にガラス板１３と、第二の基板４上面に形成された接合メタライ
ズ３を接合することで、光素子７をサブマウント100内に封止することができる。
【００５９】
　その理由を以下に説明する。スルーホール１０の周囲の接合メタライズ３と第二の基板
４が接合されることにより、スルーホール１０を経由して、外気が光素子搭載部２Ａへ侵
入することを抑制する。しかし、接合メタライズの無い部分、すなわち第一の基板が露出
している部分から、外気が侵入すると封止できないので、最外周に配置した接合メタライ
ズ３によってこれを防いでいる。
【００６０】
　光素子７を実装した後、図１５に示すように、パイレックスガラスなどのガラス板１３
を、予め、第二の基板４上に形成しておいた接合メタライズ３上（図１４）に押し当て接
合を行う。この時の接合も陽極接合を適用することが可能である。電圧印加で、光素子が
破損することが懸念されるが、例えば、後の切断工程で切断される部分などを利用して、
光素子につながるプラスとマイナスの電極メタライズ２を短絡させておくことで、光素子
へ電圧がかかることを防ぐことができる。
【００６１】
　以上のようにして、これまでに述べた効果の他に、外気の侵入を抑制する光素子を搭載
したモジュールが完成する。このようなモジュールは、例えば、腐食性の外気が存在する
場合など、厳しい環境下での使用に適する。
【００６２】
　なお、本実施例では、外気の侵入を抑制する光素子を搭載したモジュールを形成する場
合、パイレックスガラスなどのガラス板１３を第二の基板４上に形成し、外気が光素子搭
載部２Ａへ侵入することを抑制したが、パイレックスガラスの代わりに発光素子からの光
を透過させる部材であれば他の部材に置き換えることもできる。
＜実施例５＞
　本発明の第五の実施例について、図１６および図１７を用いて説明する。本実施例のサ
ブマウント100も実施例４と同様に外気の侵入を抑制する構造で、かつの実施例３のよう
にシリコンとパイレックスガラスを貼り合せた基板を第二の基板４として使用している。
【００６３】
　光素子７をサブマウントの光素子搭載部に実装し、光素子の一方の電極端子を電極メタ
ライズ２の第一の配線部に接合剤８により接続し、他方の電極端子をワイヤボンディング
により第二の配線部に電気的接続を行った後に、ガラス板１３をシリコン１１上に接合す
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る。この接合は陽極接合が好適であるが、接着剤、はんだなどでも構わない。また接合性
を高めるために、シリコン１１上に予め、接合メタライズ３を形成しておくことも可能で
ある。
【図面の簡単な説明】
【００６４】
【図１】本発明の第一の実施例となるサブマウントを構成する第一基板と第二の基板の斜
視図である。
【図２】本発明の第一の実施例となるサブマウントの斜視図である。
【図３】本発明の第一の実施例となるサブマウントの製造過程を示す基板の平面図である
。
【図４】本発明の第一の実施例となる図２のＸ－Ｘ´断面図である。
【図５】本発明の第一の実施例となる図４のサブマウントに光素子を実装する過程を示す
断面図である。
【図６】本発明の第一の実施例となる図５の光素子を搭載したサブマウントに給電して発
光素子が点灯した状態を示す断面図である。
【図７】本発明の第二の実施例となるサブマウントを構成する第一の基板と第二の基板の
斜視図である。
【図８】本発明の第二の実施例となる図７のサブマウントにおける第一の基板の裏面を示
す斜視図である。
【図９】本発明の第二の実施例となる図７のサブマウントに光素子を搭載した状態の平面
図である。
【図１０】本発明の第二の実施例となる図９のＹ－Ｙ´断面図である。
【図１１】本発明の第三の実施例となるサブマウントに光素子を搭載した状態の平面図で
ある。
【図１２】本発明の第三の実施例となる図９のＺ－Ｚ´断面図である。
【図１３】本発明の第四の実施例となるサブマウントを構成する第一の基板と第二の基板
の斜視図である。
【図１４】本発明の第四の実施例において図１３のサブマウントに光素子を搭載、実装し
た状態を示す図１３のＺ－Ｚ´断面図である。
【図１５】本発明の第四の実施例において図１４のサブマウント上面をガラス板１３で封
止した状態を示す断面図である。
【図１６】本発明の第五の実施例においてサブマウントに光素子を搭載、実装した状態を
示す断面図である。
【図１７】本発明の第五の実施例において図１６のサブマウント上面をガラス板１３で封
止した状態を示す断面図である。
【符号の説明】
【００６５】
　１‥第一の基板、
　２‥電極メタライズ、
　２Ａ‥光素子搭載部、
　２ａ‥電極メタライズ２で構成された第一の配線部、
　２ｂ‥電極メタライズ２で構成された第二の配線部、
　２Ｂ‥下面電極メタライズ、
　３‥接合メタライズ、
　４‥第二の基板、
　５‥貫通穴、
　６‥反射膜、
　７‥光素子、
　８‥接合剤、
　９‥ワイヤボンディング、
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　１０‥スルーホール、
　１０ａ‥第一の配線部に接続されたスルーホール、
　１０ｂ‥第二の配線部に接続されたスルーホール、
　１１‥シリコン、
　１２‥ガラス、
　１３‥ガラス板、
　１４ａ‥接合基板の切断位置、
　１４ｂ‥接合基板の切断位置。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】
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【図１０】



(15) JP 4981342 B2 2012.7.18

【図１１】
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【図１３】
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【図１５】

【図１６】

【図１７】
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